
北上地区消防組合消防本部告示第１号 

 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の施行規程の一部を改

正する告示を次のように定める。 

 

平成24年３月27日 

北上地区消防組合消防本部      

 消防長 高 橋 主 夫      

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の施行規程

の一部を改正する告示 

 

 （別紙のとおり）



   液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の施行規程の一部を改正する告示 

 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の施行規程（昭和49年北上地区消防組合告示第１号）の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  附 則 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 


